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１．立川市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン実施計画

の位置付け・策定の流れ 

 

（１）実施計画の位置付け 

（２）実施計画策定の流れ・体制 
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１．立川市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン実施計画

の位置付け・策定の流れ 

（１）実施計画の位置付け 

立川市では、立川市第 3 次農業振興計画に揚げる「都市と農業が共生する魅力

的なまち」を目指して、農業者と市民、行政等が協力し、農業・農地の持つ多面

的機能を活かして実現する基本的取組みを示した「立川市都市と農業が共生する

まちづくりモデルプラン 平成 23 年 3 月 立川市」が策定された。 

本計画では、モデルプランでの基本的取組みを継続的、自立的に行っていく上

で必要となる事業を、担い手となる農業者や市民などとの意見交換を踏まえて検

討し、3 年間で実施していく事業として位置づけることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実現化に向けた実施計画づくり 

■立川市都市と農業が共生するまちづくりプランの策定（Ｈ23.3） 

地域特性に合わせながら、農業・農地の持つ多面的機能を活かしたまちづ

くりプランを「立川市都市と農業が共生するまちづくり協議会」での検討を

踏まえて策定 

○都市と農業が共生する魅力的なまちの実現を目指した、コンセプト、基本的

取組みが定められた 

■■立立川川市市都都市市とと農農業業がが共共生生すするるままちちづづくくりりモモデデルルププラランン実実施施計計画画  

立川市都市と農業が共生するまちづくりプランに定められた基本的取組み

を実現するために必要な仕組みづくりや、施設整備などの事業計画 

○基本的取組みを実現するための事業を検討整理し、今後 3 年間で実施する

推進事業について、その実施スケジュール･実施主体等を定める 

【事業の実施（３年間）】 

自立的・継続的な取組みを行うための基本的基盤・仕組みを整備 

自立的・継続的に、農業者･市民、行政等が協力して行う、都市と農

業が共生するまちづくりへの実現 

基本的基盤･仕組みを活かして展開 

計画に沿って事業を実施 
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（２）実施計画策定の流れ・体制 

実施計画は、「立川市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン」に定められ

た基本的取組みを実現するために、今後、実施･検討していく事業を実現方策とし

て整理し、目標･策定方針を定めた上で、実施に向けた計画を策定することとする。 

実現方策については、現在、実施されている既存事業の活用に加え、都市と農

業が共生するまちづくりの取組みにおいて、主体的役割を持つ、農業者･市民グル

ープからの提案を含めて検討し、整理することとする。 

また、実施計画の策定においては、農業者、消費者、商工会議所や東京都等関

係機関からなる「立川市都市と農業が共生するまちづくり推進協議会」からの意

見を踏まえて決定する。 

【策定の流れ】 

 

 
立立川川市市都都市市とと農農業業がが共共生生すするるままちちづづくくりりモモ

デデルルププラランン実実施施計計画画  

立川市第 3 次農業振

興計画に沿って現在、

実施されている事業 

都市と農業が共生す

るまちづくりの取組

みにおいて、主体的役

割を持つ、農業者･市

民グループからの提

案事業 

立川市都市と農

業が共生するま

ちづくりプラン

に定められた基

本的取組みを実

現するための新

たな事業 

 

 

■実現方策の

整理 

 

基 本 的 取 組

み･展開案を実

現化するため

に実施･検討し

ていく事業を

整理 

■実施に向けた計画（推進事業･展開事業）

活用･拡充

提案を受

け精査 

既存施策

との整合

性を見極

めて位置

付け 

助言

提案

意見

  

  

■■立川市都市と

農業が共生す

るまちづくり

推進協議会 

 

 

学識経験者 

農業者 

消費者 

立川商工会議所 

東京都  

■実施計画の目標･策定方針 
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２．立川市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン実施

計画の目標･策定方針 

 

（１）実施計画の目標 

（２）実施計画の策定方針 
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２．立川市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン実施

計画の目標･策定方針 

（１）実施計画の目標 

実施計画は、都市と農業が共生するまちづくりを市民･事業者と農業関

係者が連携し、主体となって進める取組みを支える仕組みや、基盤を整

える事業の展開計画とし、今後の自立的･継続的取組みへの展開を支援

していくことを目標とする。 

（２）実施計画の策定方針 

①策定の基本方針 

都市と農業が共生するまちづくりは、農業者･市民の取組みを支える基

本的環境整備と、基本的環境を活用･発展させながら自立的･継続的な取

組みを支える環境整備による段階的な展開を図ることとし、実施計画で

は、各段階で必要となる事業や、事業化する上での考え方を示すものと

する。 

 

②実施計画の構成 

実施計画は、以下の 2 つの計画により構成する。 

【推進事業計画】 

都市と農業が共生するまちづくりの初動期において求められる基

本的な体制整備や、施設整備に関わる事業を推進事業として位置づ

け、各事業のねらい、スケジュール、実施主体を定めることとする。 

 

【展開事業計画】 

推進事業により整えられた環境を活用、発展させながら、農業者･

市民の気運の高まりや、地域の特性を見定めながら具体化していく

事業を展開事業として位置づけ、各事業の事業化に向けた検討の方

向性を定めることとする。 
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３．都市と農業が共生するまちづくりモデルプランの実現方策 
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３．都市と農業が共生するまちづくりモデルプランの実現方策 

「都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン」に定めた展開案を実現化する事業を、

現在の農業振興施策に沿って進められている事業の活用や、農業者団体や市民グループ等

から提案された事業、さらに今後、実施に向けて具体的に検討する事業も含めて、以下に

示す。 

 

◎：提案事業 ●：既存事業･既存事業の拡充 ○：新たな事業 

都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン 

基本的取り組み 展開案 

実現するために実施･検討する

事業 

農業・農地の多面的機能を

広く市民に周知するため

に、ワークショップ・講演

会等のＰＲ活動を行う 

・市民参加による情報発信

やシンポジウムの開催 

・農地・農業の重要性のＰ

Ｒ活動 

○農･商･工･観･消が連携した都

市と農業が共生するまちづく

り推進協議会の設立・まちづ

くり活動 

○防災協力農地への看板整備 
防災協定の締結など、農地

の防災空間機能としての

活用や周知を進める 

・防災協力農地の案内板を

設置し、防災農地の役割

を発信 

○防災協力農地を利用した周辺

住民と行う避難活動訓練等の

実施 

①
み
ど
り
環
境
の
保
全
と
み
ど
り
豊
か
な
農
の
あ
る 

ま
ち
づ
く
り 

農 地 や 地 産 地 消 の 持 つ

CO ２ 削減効果等をＰＲ

し、環境貢献に対する認識

を高める 

・イベント等でのみどりの

環境貢献ＰＲ活動 

・ＪＡ東京みどり・畜産農

家・農業者が連携を図り

有機質堆肥を使用した

農産物の供給 

●農産物品評会事業、有機農業

推進事業 

◎農業から発想した小中学生向

けＰＲ資料づくり 

○児童を対象とした農地・畜産

の里親事業（生産現場での生

産者との交流） 

学校や幼稚園、保育園、子

ども会、放課後子ども教室

などと協力して、農業や

食・みどりや環境に関する

体験学習を実施する 

・みどりへの理解を深め食

の大切さを伝えるため、

「食育」「緑育」出張講

座等の実施 
○学校花壇コンクールの実施

（生産者と一緒に行う各学校

の花壇づくり） 

②
学
校
や
地
域
と
の
連
携
に
よ
る
「
食
育
」
「
緑
育
」
の
推
進 

親子で参加する収穫体験や

農業体験、緑育体験、料理

教室等を実施する環境を整

え、地域の拠点的施設の整

備を図る 

・農業に親しみを持っても

らうため、親子で参加す

る農業体験・収穫体験 

●地域市民との交流畑事業 
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◎：提案事業 ●：既存事業･既存事業の拡充 ○：新たな事業 

都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン 

基本的取り組み 展開案 

実現するために実施･検討する

事業 

市民の農業に対するニー

ズに応える体験型市民農

園を支援する 

・体験型市民農園の充実 

●体験型市民農園整備事業の拡

充（収穫物の調理、会食施設

整備等） 

援農ボランティアなど、農

業への市民の参加を促進

する 

・援農ボランティアの養成

●援農ボランティア制度普及事

業の拡充（参加ボランティア

に対する共同直売所商品券の

発行等） 

○農･商･工･観･消が連携した都

市と農業が共生するまちづく

り推進協議会の設立・まちづ

くり活動（再掲） 

○農をテーマとしたフェスティ

バル･表彰制度の創設･実施 

③
多
様
な
市
民
参
加
に
よ
る
農
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

市民が農に参加する活動

の場や機会を拡大する 

・農と市民を結びつける活

動の支援 

○農との共生に関するＰＲ･広

報（共通ロゴづくり･のぼり旗

づくり等） 

◎市民と農の新たな関わりをも

つコミュニティづくり（地元

野菜を使った飲食の提供） 

○立川グルメ（立川産農産物等

を利用したメニュー）グラン

プリの開催 

市民が参加して｢地産地

消｣を促進し、消費者と農

業者の取り組み実施を支

援する 

・消費者と農業者の情報交

換、立川レシピの開発や

作成、地元農産物を活用

した試食会や調理講習

会の実施  ○市内で調達した地元食材を調

理し、食するなどの体験イベ

ントの開催 

④
市
民
と
の
連
携
に
よ
る
「
地
産
地
消
」 

シ
ス
テ
ム
づ
く
り
の
推
進 

学校や公共施設における

立川産農産物や植木、花等

の活用を進める 

・植木・花等の活用による

整備事業の実施 
●緑育、食育推進事業 
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◎：提案事業 ●：既存事業･既存事業の拡充 ○：新たな事業 

都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン 

基本的取り組み 展開案 

実現するために実施･検討する

事業 

市民・利用者が楽しみなが

ら生産者と交流し、立川農

産物等との出会い触れ合い

を行える情報発信機能を持

った中核的拠点づくりを

進める（アグリガーデン、

ファーマーズセンター等） 

・農と市民が身近に触れ合

える空間や情報を得ら

れる拠点整備 

○ファーマーズセンター等共同

直売所の整備･運営 

地域毎の拠点的施設の整

備を図る 

・地域毎の特色を活かした

拠点的施設の整備  

◎ナーセリーを活用した植木見

本園整備 

⑤
多
様
な
産
業
と
の
連
携
に
よ
る
立
川
農
業
の
販
売
・

情
報
発
信･

交
流
拠
点
の
形
成 

市報やホームページ等を

活用し、情報発信に係る仕

組みを構築する 

・農に関する情報の発信活

動 

○農･商･工･観･消が連携した都

市と農業が共生するまちづく

り推進協議会の設立・まちづ

くり活動（再掲） 

○地元農畜産物を利用した農･

商･工･観･消連携による特産

品開発及び販売促進･ＰＲ活

動への支援 

◎女性農業者による地元野菜･

加工品製造販売活動への支援

（地元野菜を使った漬物づく

り、販売･製造に向けた体制整

備） 

◎地元農畜産物･加工品生産販

売活動への支援（立川産生乳

を使ったジェラートづくり）

消費者や商業者と連携し

て、地元農産物等を利用し

た商品開発、特産品開発

（東京うど等の利用）など

の取り組みを支援する 

・地元農産物を活用した特

産品の普及 

○観光農園等での加工品販売、

農家が教える料理教室の実施

○農ウォークイベントの開催 

農商工観連携等により、農

業や地域資源を活かした

企画や観光ルート開発な

どの取組みを支援する 

・農を活かした観光ルート

の開発 

○農を活かした観光ルート整備

⑥
多
様
な
産
業
の
連
携
に
よ
る
観
光
資
源
や
特
産
品
等
の
開
発 

観光協会等と連携して、

食・みどり・伝統的農景観

等に関する情報発信を行

う 

・農をテーマとしたマップ

の作成 

・地域の農に関するイベン

ト情報の発信 

○農･商･工･観･消が連携した都

市と農業が共生するまちづく

り推進協議会の設立・まちづ

くり活動（再掲） 
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４．立川市都市と農業が共生するまちづくり 推進事業計画 

 

（１）推進事業の選定と進め方 

（２）推進事業の実施計画 
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４．立川市都市と農業が共生するまちづくり 推進事業計画 

（１）推進事業の選定と進め方 

①選定の方針 

推進事業は、初動期 3 年間で実施する事業とし、農業者と市民による取組みを支援す

る上で基本となる体制整備、さらに、市内外に対して発信･広報を行うにあたって効果

的な事業を「実現するために実施･検討する事業」から選定する。 

②推進事業の進め方 

推進事業は、都市と農業が共生する取組みにおいて、活動や情報発信の中核的伽点づ

くりから進め、中核的拠点との連携、機能強化に資する事業へ展開していくことを基本

とし、合わせて、共生に向けた取組みの必要性等を継続的に広く PR･広報する事業を並

行して進めていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 年度 25･26 年度 27 年度以降

  

都
市
と
農
業
の
共
生
に
向
け
た
生
産
者
・
市
民
等
の
中
核
的
拠
点
づ
く
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整 え ら れ た

都 市 と 農 業

が 共 生 す る

ま ち づ く り

体 制 を 活

用・発展させ

て 自 立 的 な

取 組 み へ 発

展（展開事業

の実施） 

都市と農業が共生するまちづくりを周

知し、広がりある取組みを行うための体

制整備 

都市と農業が共生するまちづくりの取組みを広くＰＲ･広報するために

継続的に行う事業 

Ｉ都市と農業が共生するまちづくり推進協議会の運営･まちづくり活動 

Ｊ農ウォークイベントの開催 

Ｋ市民と農の新たな関わりをもつコミュニテ

ィづくり（地元野菜を使った飲食の提供） 

Ｌ防災協力農地への看板整備 

ファーマーズセンター等共同直売所の魅力

アップ･機能強化･ＰＲに資する事業 

Ｃ地元農畜産物･加工品生産販売活動（立川

産生乳を使ったジェラートづくり） 

Ｄ女性農業者による地元野菜･加工品製造販

売活動（地元野菜を使った漬物づくり） 

E 地元農畜産物を利用した農･商･工･観･消

連携による特産品開発及び販売促進･ＰＲ

活動 

ファーマーズセンター等共同直売所との連携や

活用を図りながら、共生に向けた取組みを広く

展開していく事業 

F 農業から発想した小中学生向けＰＲ資料づ

くり 

G ナーセリーを活用した植木見本園整備 

Ｈ農を活かした観光ルート整備 

連
携
・
補
完 

機
能
強
化
・
魅
力
化 

Ｂ
農
と
の
共
生
に
関
す
る
Ｐ
Ｒ･

広
報
（
共
通
ロ
ゴ･

の
ぼ
り
旗
づ
く
り
等
）

Ａ
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
セ
ン
タ
ー
等
共
同
直
売
所
の
整
備
・
運
営 
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（２）推進事業の実施計画 

推進事業は、実施主体が中心となって、以下のようなねらいを持って、実施していく

こととする。 

※1：立川商工会議所 ※2：立川市商店街振興組合連合会 

実施年度 

（年度） 推進事業 事業のねらい 

24 25 26 

実施主体

●   
市、出荷

組合等 

Ａ ファーマーズセン

ター等共同直売所

の整備・運営 

地元農畜産物の販売、市民との交流

の場づくり、立川情報の発信等、多

面的機能を持った、中核的拠点づく

りを行う。 
 ● ● 

出荷組合

等 

Ｂ 農との共生に関す

るＰＲ･広報（共通

ロゴ･のぼり旗づ

くり等） 

都市と農業が共生するまちづくりに

ついて、地域が一体となって取組む

事業をＰＲするとともに、立川市の

新たな情報発信を行う。 

●   

立川農業

振興会議

等 

Ｃ 地元農畜産物･加

工品生産販売活動

（立川産生乳を使

ったジェラートづ

くり） 

地元農畜産物の加工品製造や、ファ

ーマーズセンター･市内で開催され

るイベントなどに出店する加工品販

売を支援し、都市と農業が共生する

まちづくりの取組みを広くＰＲする

とともに、地産地消の機会を拡大す

る。 

 ●  
農業者ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ等 

Ｄ 女性農業者による

地元野菜･加工品

製造販売活動（地

元野菜を使った漬

物づくり） 

地元農産物を用いた加工品の開発や

製造･販売を支援し、地産地消費の拡

大を図る。  ●  

女性農業

者ｸﾞﾙｰﾌﾟ

等 

Ｅ 地元農畜産物を利

用した農･商･工･

観･消連携による

特産品開発及び販

売促進･ＰＲ活動 

ブランド力のある地元特産品の開

発･販売を促進する体制を整備する。

 ● ● 

市民、農

業者、観

光協会、

商工※1

 、

商連※2

 等 

Ｆ 農業から発想した

小中学生向けＰＲ

資料づくり 

小中学生に農地･農業の素晴らしさ

や大切さを伝える PR 資料づくりを

支援し、次世代に向けたメッセージ

を発信する。 

  ● 
市民活動

ｸﾞﾙｰﾌﾟ等
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※1：立川商工会議所 ※2：立川市商店街振興組合連合会 

実施年度 

（年度） 推進事業 事業のねらい 

24 25 26 

実施主体

 ●  
農業者ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ等 

Ｇ ナーセリーを活

用した植木見本

園整備 

農業への市民の理解を深める身近なレ

クリエーション拠点として提供するた

めに、植木生産の場を市民との交流の

場として整備するとともに、プロモー

ションコンテンツづくりを行う。 

  ● 
市民活動

ｸﾞﾙｰﾌﾟ等

Ｈ 農を活かした観

光ルート整備 

農地でのレクリエーション活動に必要

な施設の整備を行い、農地における観

光環境を整える。 

 ● ● 
市、観光

協会等 

Ｉ 都市と農業が共

生するまちづく

り推進協議会の

運営・まちづくり

活動 

農･商･工･観･消が参加して都市と農業

が共生するまちづくりを検討･実践す

る体制を整え、地域が一体となった取

組みとする。 

● ● ● 

市、市民、
農業者、
ＪＡ、観
光協会、
商工※1

 、
商連※2

 等 

Ｊ 農ウォークイベ

ントの開催 

農業を観光施策の一つとして捉え、農

をテーマとした市民のレクリエーショ

ン活動を支援する。 

● ● ● 
観光協会

等 

Ｋ 市民と農の新た

な関わりをもつ

コミュニティづ

くり（地元野菜を

使った飲食の提

供） 

立川農業のプロモーションや農業者と

交流する場を提供する活動を支援し、

市民と農のコミュニティの機会の拡大

を図る。 
  ● 

市民活動

ｸﾞﾙｰﾌﾟ、

農業者等

Ｌ 防災協力農地へ

の看板整備 

災害時における、農地の有効性･必要性

を広く周知することにより、市民の農

地に対する理解を深める。 

● ● ● 

市、立川

農業振興

会議等 
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・・農農ととのの新新たたななココミミュュニニ

テティィづづくくりり（（地地元元野野菜菜

をを使使っったた飲飲食食のの提提供供））  

農業を知る機会･交流機会･理解

ある市民を拡大 

・・立立川川産産生生乳乳をを使使っったたジジェェララーートト

づづくくりり  

・・女女性性農農業業者者にによよるる漬漬物物づづくくりり  

・・農農･･商商･･工工･･観観･･消消連連携携にによよるる特特産産品品

開開発発及及びび販販売売促促進進･･ＰＰＲＲ活活動動  

地元農畜産物･加工品製造、開発、販売促進、

ＰＲ 

 

立川農業の

発信 

 

立川農業

の発信 

・・農農ととのの共共生生にに関関すするるＰＰ

ＲＲ･･広広報報（（共共通通ロロゴゴ･･のの

ぼぼりり旗旗づづくくりり等等））  

産業・行政・市民が一体となっ

た取組みをＰＲ 

・・中中核核的的拠拠点点づづくくりり（（フファァ

ーーママーーズズセセンンタターー整整備備））

地元農畜産物の提供･市民との交

流･立川情報の発信 

 

・・防防災災協協力力農農地地へへのの看看板板

整整備備  

災害時における農地の有効性を周知 

都市と農業が共生

するまちづくり 

を主体的に 

実践し、支

える 

【都市と農業が共生するまちづくり 事業展開イメージ】 

・・ナナーーセセリリーーをを活活用用ししたた植植木木

見見本本園園整整備備  

地域の拠点･市民との交流･身近なレ

クリエーション拠点 

・・農農をを活活かかししたた観観光光ルルーートト整整備備 

・・農農ウウォォーーククイイベベンントトのの開開催催  

レクリエーション活動を通じて、立川農

業･農地の素晴らしさを伝える 

トピアリーなどが見られる見本園 

地域情報を得ながらの農ウォーク 

交流･体験機能を持った直売所 

親しみやすいロゴづくり（例：「た
ちかわ“味”倶楽部」イメージキャ
ラクター 立川商工会議所食品･飲
食業部会） 

地元農畜産物･加工品生産販売活動

農･商･工･観･消連携による特産品開発及び販売

多様な市民が交流できる場 

・・農農業業かからら発発想想ししたた小小中中学学

生生向向けけＰＰＲＲ資資料料づづくくりり  

農地･農業に理解ある市民を拡大 

・・都都市市とと農農業業がが共共生生すするるままちち

づづくくりり推推進進協協議議会会のの運運営営・・

ままちちづづくくりり活活動動  

農･商･工･観･消が参加して都市と農業

が共生するまちづくりを検討･実践 
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５．展開事業計画 

展開事業は、今後、推進事業の効果を見極めながら必要となった段階で、「立川市都市

と農業が共生するまちづくりモデルプラン」に示された地域ごとの展開案や、新たな農業

施策の方向性踏まえて、具体的な事業化について検討していくこととし、以下に事業化検

討の方向性を示す。 

 

●：既存事業･既存事業の拡充 ○：新たな事業 

都市と農業が共生するまちづくりモ

デルプラン（基本的取り組み） 
展開事業 事業化検討の方向性 

防災協定の締結な

ど、農地の防災空間

機能としての活用

や周知を進める 

○防災協定農地を利用し

た周辺住民と行う避難

訓練等の実施 

防災協定農地の周知が浸

透した段階で、他の支援

事業の活用の可能性も含

めて具体的実施方法等に

ついて検討 

①みどり環境

の保全とみ

どり豊かな

農のあるま

ちづくり 

農地や地産地消の

持つ CO２削減効果

等をＰＲし、環境貢

献に対する認識を

高める 

●農産物品評会事業、有

機農業推進事業 
（既存事業の継続） 

○児童を対象とした農

地・畜産の里親事業（生

産現場での生産者との

交流）  

児童への立川農業につい

てのＰＲ、周知が浸透し、

農業者の理解が得られた

段階で具体的実施方法等

について検討 

学校や幼稚園、保育

園、子ども会、放課

後子ども教室など

と協力して、農業や

食・みどりや環境に

関する体験学習を

実施する 

○学校花壇コンクールの

実施（生産者と一緒に行

う各学校の花壇づくり）

全国都市緑化フェアでの

活動を踏まえ、教育委員

会等と実施の可能性につ

いて検討 

②学校や地域

と の 連 携

による「食

育」｢緑育｣

の推進  
親子で参加する収穫

体験や農業体験、緑

育体験、料理教室等

を実施する環境を整

え、地域の拠点的施

設の整備を図る 

●地域市民との交流畑

事業 
（既存事業の継続） 
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◎：提案事業 ●：既存事業･既存事業の拡充 ○：新たな事業 

都市と農業が共生するまちづくりモ

デルプラン（基本的取り組み） 
展開事業 事業化検討の方向性 

市民の農業に対す

るニーズに応える

体験型市民農園を

支援する 

●体験型市民農園整備事

業の拡充（収穫物の調

理、会食施設整備） 

援農ボランティア

など、農業への市民

の参加を促進する 

●援農ボランティア制

度普及事業の拡充（参

加ボランティアに対す

る共同直売所商品券の

発行等） 

現在行われている事業へ

の参加状況、生産者から

の要請状況等を見極めな

がら、具体的実施方法等

について検討 

③多様な市民

参加による

農のあるま

ちづくりの

推進 

市民が農に参加す

る活動の場や機会

を拡大する 

○農をテーマとしたフェ

スティバル･表彰制度の

創設･実施 

農･商･工･観･消が連携し

た都市と農業が共生する

まちづくり推進協議会で

の検討を踏まえ実施 

○立川グルメ（立川産農

産物等を利用したメニ

ュー）グランプリの開催  

農･商･工･観･消が連携し

た都市と農業が共生する

まちづくり推進協議会で

の検討を踏まえ実施 

市民が参加して｢地

産地消｣を促進し、

消費者と農業者の

取り組み実施を支

援する 

○市内で調達した地元食

材を調理し、食するなど

の体験イベントの開催  

農･商･工･観･消が連携し

た都市と農業が共生する

まちづくり推進協議会で

の検討を踏まえ実施 

④市民との連

携による「地

産地消」シス

テムづくり

の推進 
学校や公共施設に

おける立川産農産

物や植木、花等の活

用を進める 

●緑育、食育推進事業 （実施中） 

⑤多様な産業

との連携に

よる立川農

業の販売・情

報発信･交流

拠点の形成 

市報やホームペー

ジ等を活用し、情報

発信に係る仕組み

を構築する 

○農･商･工･観･消が連携

した都市と農業が共生

するまちづくり推進協

議会の設立・まちづくり

活動（協議会は推進事業

において設立） 

農業広報の今後の展開を

見極めながら、新たなＰ

Ｒ戦略等について検討･

活動する主体として検討
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◎：提案事業 ●：既存事業･既存事業の拡充 ○：新たな事業 

都市と農業が共生するまちづくりモ

デルプラン（基本的取り組み） 
展開事業 事業化検討の方向性 

⑥多様な産業

の連携によ

る観光資源

や特産品等

の開発 

消費者や商業者と

連携して、地元農産

物等を利用した商

品開発、特産品開発

（東京うど等の利

用）などの取り組み

を支援する 

○観光農園等での加工品

販売、農家が教える料理

教室の実施 

類似既存施設（スマイル

キッチン等）の利用状況･

活用の可能性を踏まえな

がら、具体的実施方法等

について検討 

農産物の品評会･表彰 

児童と生産者の交流 

体験型事業の拡充 
援農ボランティア制度の拡充･普及 

農をテーマとしたフェスティバル･表彰制度 

買って、作って、取って、調理して食べる機会
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１）「立川市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン 平成 23 年 3 月」 

【都市と農業が共生するまちづくりのテーマと展開イメージ】 

 北部西地域 北部中地域 北部東地域 中央地域 南地域 

都市と農業
が共生する
まちづくり
のテーマ・方
向性 

 
農業を実践する 
 
 
一般市民が様々
な農業体験を通
じて、農地･農業
への理解を深め
るまちづくり 

 
農風景に触れる
 
 
地域資源・文化
との関連性を深
め、農の原風景
を感じるまちづ
くり 

 
農ある環境を 

楽しむ 
 

農地・農業のレ
クリエーション
機能を活かし、
農的環境を楽し
むまちづくり 

 
立川農業を 
発信する 

 
立川農業の良さ
や楽しみ方を発
信する中核的施
設（ファーマー
ズセンター等）
づくり 

 
農と自然と 
歴史を学ぶ 

 
拠点施設と連携
して、農業、自
然、歴史を知る
まちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業を実践する 
生産機能･場を 

活かしたまちづくり 農風景に触れる
地域シンボル（寺社･

景観）を活かした

まちづくり 
農ある環境を 

楽しむ 
歴史・文化･交流活動を

活かしたまちづくり

農と自然と歴史を学ぶ
拠点施設（東京都農林水産

振興財団、立川市歴史民俗

資料館等）を活かした 

まちづくり 

■都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン展開イメージ 

 
市 外 

立川市農業の魅力を

知る 

立川農業を 
発信する 

中核的施設を中心に、

立川農業を発信する

発信 

訪れる
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【都市と農業が共生するまちづくりの地域毎の展開案】 

 

①北部西地域 

 
 

 
展開への視点： 

・ 最大の農地集積地域であり、市内の畜産が唯一存続するなど、農業･農地の生産機能が強い地域

である。ついては、生産性の向上を踏まえた、農地・農業と市民との接点強化を進める。 

・ また、体験型市民農園、農家敷地内に立地している飲食店などがあることから、農業･農地と市

民との関係づくりを進める。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

北部西地域の畜産農家 

体験型市民農園

学校農園や農産物直

売所の取り組み 

・ 人的ネットワーク

を広げて行く場と

しての情報交流 

・ 緑育・食育の充実 

＝農業を実践する＝ 

・一般市民が様々な農業体験を通じて、農地・農業への理解を深めるまちづくり

共通事項 

・ 防災協力 

地域資源をめぐるネット

ワークづくりの取り組み

・ 市民と一緒になっ

て農ある四季を感

じられるルートの

検討 

・ 案内板やサインの

設置検討 

農業の取組み 

・ 有機農業の推進 

・ 植木生産農家等によ

る緑育や樹種開発 

・ 植木生産農家による

オープンガーデンな

どの施設整備 

畜産現場での取組み 

・ 加工品製造施設の導入 

・ 畜産業の後継者育成 

・ 有機農業の推進（堆肥の

供給） 

・ 酪農ヘルパーの受入れ 

生産者と消費者との交流の取

り組み 

・ 農業体験の機会増進 

・ 摘み取り農園等の整備 

・ 援農ボランティアの受け

入れ体制整備 

・ 特産品の商品開発品 

・ 地場産を使った飲食店の

展開 
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②北部中地域 

 

 
 
展開への視点： 

・ 農地･農業と関連した歴史的な景観や資源が多く残されている地域であり、農業･農地、歴史的な

景観や資源、市民をつなぐネットワークづくりを進める。 

・ また、マンション立地の進行にともなう新しい住民との接点づくりも進める。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五日市街道のケヤキ並木 玉川上水 

地域資源をめぐるネットワ

ークづくりの取り組み 

・ 市民と一緒になって農

ある四季を感じられる

ルートの検討 

・ 案内板やサインの設置

検討 

住民と農家を結ぶ取組み 

・ 農とアートのコラボイベントの開催 

・ 援農ボランティアの受け入れ体制整備 

・ 植木生産農家等による緑育や樹種開発 

・ 農業体験・収穫体験の受け入れ施設環境

整備 

・ 摘み取り農園等の整備 

・ 採蜜体験等の環境整備 

公園 

景観や資源を核とした取

り組み 

・ 並木道の保全・再生 

・ 水辺周辺の環境整備

の検討（植木農家との

連携） 

・ 社寺等の活用（休憩場

所・駐車場など） 

＝農風景に触れる＝ 

・地域資源・文化との関連性を深め、農の原風景を感じるまちづくり 

共通事項 

・ 防災協力 

学校農園としての取り

組み 

・ 人的ネットワーク

を広げて行く場と

しての情報交流 

・ 緑育・食育の充実 
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③北部東地域 

 

 
 
展開への視点： 

・ 食育関連施設を備えた体験型市民農園、一般の人が訪れる古民家園、散策ルート沿いに立地する

飲食店など、レクリエーション的資源等が多くある地域であり、乗換駅となる玉川上水駅からの

アクセス性に優れている。ついては、今ある農業･農地・みどり等の資源を活かし、市民との連

携・交流の強化を進める。 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地域資源をめぐるネットワ

ークづくりの取り組み 

・ 市民と一緒になって

農ある四季を感じら

れるルートの検討 

・ 案内板やサインの設

置検討 

食育関連施設 

農と食を核とした取組み 

・ 食育関連施設の充

実、食育関連イベ

ントの実施 

・ 食品製造加工 

食育関連施設 小林家住宅 

歴史・文化施設を核とし

た取組み 

・ イベント開催 

・ 駐車場整備 

・ 休憩場所整備 

農作業をﾚｸﾘｴｰｼｮﾝと

して楽しむ取組み 

・ 花の摘み取り体験 

・ 農とアートのコラ

ボイベントの開催 

・ 援農ボランティア

の受け入れ体制整

備 

・ 植木生産農家等に

よる緑育や樹種開

発 

・ 蔵の活用 

学校農園や農産物直

売所としての取り組み 

・ 人的ネットワーク

を広げて行く場と

しての検討 

・ 緑育・食育の充実 

＝農ある環境を楽しむ＝ 

・農地・農業のレクリエーション機能を活かし、農的環境を楽しむまちづくり 

共通事項 

・ 防災協力 
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④中央地域 

 

 
 
展開への視点： 

・ 交通アクセスに優れ、公共サービス機能が集積し、市内だけでなく、広域からも多様な人が集ま

る地域である。ついては、多様な来訪者に対し、立川農業の良さや楽しみ方などの情報提供して

いく仕組みづくりを進める。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

既存施設との連携 

・ こもれびの里 

公園 

立川市役所 

沿道空間に創出される

ゆとりとうるおいある空

間づくりの取り組み 

昭和記念公園 

地域資源をめぐるネット

ワークづくりの取り組み

・ 案内板やサインの

設置検討 

・ レンタサイクルの

設置検討 

中核的拠点づくりの取組み 

・ 中核的施設の運営整備 

・ 立川農業の情報発信 

・ レクリエーションイベント施設整

備 

・ 樹木見本園（イングリッシュガーデ

ン等）による植木生産農家と連携し

た緑のふれあい空間整備 

＝立川農業を発信する＝ 

・立川農業の良さや楽しみ方を発信する中核的施設づくり 
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⑤南部地域 

 

 
 
展開への視点： 

・ 農地の集積度は低いものの、河川や崖線の緑などの自然的環境、歴史的資源が豊富な地域である

ことから、東京都農林水産振興財団、立川市歴史民俗資料館等と連携した農・自然風土・歴史の

情報発信を進める。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

既存施設等を活用した農

やみどりの普及 

・ 農や自然風土・歴史を

学ぶイベント・研修会

の開催 

・ 新品種の育成等農林

技術の開発と情報の

発信 

地域資源をめぐるネットワ

ークづくりの取り組み 

・ 市民と一緒になって

農ある四季を感じら

れるルートの検討 

・ 案内板やサインの設

置検討 

農と緑に親しむための取

り組み 

・ 援農ボランティアの

受け入れ体制整備 

・ 崖線の緑の保全 

・ 自然に親しむ 

・ 下草刈り体験 

・ 自然観察会 

東京都農林水産振興財団 

既存施設等や現在の

活動を核とした取組み 

・ 農とアートのコラ

ボイベントの開催 

・ 交流施設、共同直売

所 

＝農と自然と歴史を学ぶ＝ 

・拠点施設と連携して、農業、自然、歴史を知るまちづくり 

共通事項 

・ 防災協力 
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２）立川市都市と農業が共生するまちづくり推進協議会設置要綱  

立川市都市と農業が共生するまちづくり推進協議会設置要綱  
 

（設置）  

第１条 立川市第３次農業振興計画 (平成 22 年６月制定 )に基づく立川市都市と農

業が共生するまちづくりモデルプラン（以下「モデルプラン」という。）の実現に

向けた、実施計画を策定し具現化するため、立川市都市と農業が共生するまちづ

くり推進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置する。  

（所掌事項）  

第２条 推進協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。  

(1)   モデルプランに基づく実施計画の策定及び事業の推進に関すること。  

(2)   その他必要な事項に関すること。  

（委員）  

第３条 推進協議会は、委員 13 人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者につ

き、市長が委嘱する。  

(1)   学識経験者 １人  

(2)   農業者 ８人以内  

(3) 消費者 ２人  

(4)   立川商工会議所の職員 １人  

(5)   関係行政機関の職員 １人  

２ 委員の任期は、所掌事項に係る検討が終了したときまでとする。  

（会長等）  

第４条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。  

２ 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第５条 推進協議会は、必要に応じて会長が招集する。  

２ 推進協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。  

（謝礼）  
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第６条 第３条第１項第１号に掲げる委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うもの

とする。  

（庶務）  

第７条 推進協議会の庶務は、産業文化部産業振興課において処理する。  

（委任）  

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、産業文化部長が別に定める。  

附 則  

 この要綱は、平成 23 年６月１日から施行する。  
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３）立川市都市と農業が共生するまちづくり推進協議会委員及び事務局職員名簿 

平成 24 年 3月 1日時点 

◎：会長   ○副会長 

学識経験者 ◎大澤 敬之 
NPO 野菜と文化のファーラム副理事長

道の駅八王子滝山農産物直売所出荷組合組合長

○小林 公成 立川農業振興会議会長 

粕谷 秀夫 立川農業委員会会長 

村田 訓男 東京みどり農業協同組合理事 

金子 波留之 立川市認定農業者協議会会長 

鈴木 秀明 若手農業者 

豊泉 裕 若手農業者 

山川 和枝 女性農業者 

農業者 

清水 文子 女性農業者 

山本 晶子 立川市商店街振興組合連合会 

消費者 

小林 智子 たちママ探検隊 

立川商工会議所 芝田 達矢 地域・産業振興課 課長 

関係行政機関 柴田 修一 東京都農業振興事務所 農務課長 

浅見 知明 産業振興課長 

小澤 郁夫 産業振興課農業振興係長 

岩澤 真也 産業振興課主事 

事 務 局 

一宮 友美 産業振興課主事 
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４）立川市都市と農業が共生するまちづくり推進協議会開催状況 

 

 

会議の種類 開催年月日 場所 
出席

者数
主な協議・検討内容 

23. 7. 1 

（第１回） 

立川市役所 

207 会議室

17 ・協議会委員委嘱式 

・会長・副会長選出 

・「立川市都市と農業が共生するまちづくりモ

デルプラン」の概要について 

・実施計画の目的、位置づけについて 

・実施計画の策定手順と当協議会の役割につ

いて 

・今後のスケジュールについて 

・立川市都市と農業が共生するまちづくりでの

取組みの提案のお願いについて 

・その他意見交換 

23. 8.29 

（第２回） 

立川市役所 

210 会議室

15 ・提案された取組み等について 

23.10. 5 

（第３回） 

立川市役所 

207 会議室

16 ・提案された緒り組みの実施主体へのヒアリング

結果報告について 

・優先して実施したい事業についての意見交換 

23.11. 29 

（第４回） 

立川市役所 

209 会議室

18 ・立川市都市と農業が共生するまちづくり実施事

業の抽出と実施事業計画（案）について 

24.1.30 

（第５回） 

立川市役所 

203 会議室

15 ・（仮称）ファーマーズセンター事業の進捗に

ついて 

・実施事業について 

・農・観連携事業の実施状況について 

・「都市と農業が共生するまちづくり」学習会

のお知らせについて 

立川市都市と農

業が共生するま

ちづくり推進協

議会 

24. 3.9 

（第６回） 

立川市役所 

210 会議室

17 ・立川市都市の農業が共生するまちづくりモデル

プラン実施計画（案）について 
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